
議案第 43号  

 

 

   西脇市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例及び西  

脇市黒田庄地区下水道事業分担金徴収条例の一部を改正  

する条例の制定について  

 

 

 西脇市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例及び西脇市黒田庄

地区下水道事業分担金徴収条例の一部を改正する条例を次のように定

める。  

 

 

  令和８年６月２日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 公示送達における公示事項を不特定多数の者が閲覧することができ

る状態に置く措置をとれるよう、所要の改正を行う必要があるため。  
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示
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第
12
条
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略
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２
 
公
示
送
達
は
、
送
達
す
べ
き
書
類
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
、
そ
の
送
達
を
受
け

 
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
市
長
が
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書
類
を
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管
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で
も
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す
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と
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